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7-3 日常交通の実態調査・選好意識調査を実施する検討手法 

(1) 手法の概要と想定される場面 
コミュニティバス導入について検討する場合に、日常交通の実態調査および路線（案）に対する利

用意向を加味することで、利用者数を推計する手法である。 

試行実験を実施してコミュニティバスを実体験してもらうことで、試行実験時の利用実績値の取得

やコミュニティバスの実体験に基づく利用意向の調査が可能となる。これらの結果を用いることで、

需要予測の精度の向上を図ることも考えられる。 

本検討手法は、次の場合に適用可能な手法である。 

・ ＰＴ調査では把握が困難なゾーン内での交通行動を捉える場合 

・ 施策の対象地域が狭い場合や、駅間・バス停間隔の短い路線となる場合 

・ 他の交通機関への影響を分析する必要が少ない場合 

 

(2) 検討手順 
日常交通の実態調査・選好意識調査を実施する検討手法は、二つの場合がある。 

 

①試行実験を行わない場合 

a) 日常交通の実態調査の実施による交通実態の把握 

施策の検討に用いるデータは、日常交通の実態調査により把握する。 

調査対象者および調査内容は、コミュニティバスの導入を検討する地域で異なる。 

・ 中心市街地にコミュニティバスの導入を検討する場合 

中心市街地にコミュニティバスの導入を検討する場合は、中心市街地の居住者の移動性だ

けでなく、中心市街地を訪れる人の回遊性の確保の目的が含まれることが想定される。その

ため、調査対象者は、中心市街地の居住者と中心市街地を訪れる来街者となる。 

・ 住宅地にコミュニティバスの導入を検討する場合 

     住宅地にコミュニティバスの導入を検討する場合は、主に対象地域に居住している住民の

移動性を確保することが目的となる。そのため、調査対象者は、住宅地の居住者となる。 

 

調査内容は、居住者に対してどこにどれぐらいの頻度で何（交通手段）を使って移動しているのか

を尋ねることで、施策（案）の運行経路を検討できる。 

なお、日常交通の実態調査の詳しい説明は、8-2 を参照されたい。 

 

b) 選好意識調査による施策(案)に対する利用意向の把握 

 調査対象者に施策（案）における運行経路やサービス水準（駅・停留所の位置、運行ダイヤ、運賃

等）に対する利用意向を把握するために、選好意識調査を行う。 

なお、あらかじめ施策（案）を設定できる場合には、a)の日常交通の実態調査と同時に利用意向を

把握しても良い。 

なお、選好意識調査については、8-3 を参照されたい。 
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c) 利用者数の推計 

日常交通の実態調査から得られた対象路線沿線における「移動頻度」に、選好意識調査から得られ

た施策実施時の利用意向を加味して、利用者数を推計する。 

 
[%]]/[]/[ 利用率年日移動頻度年人総利用者数 ×=  

 

 
図 7-6 日常交通の実態調査に基づく検討手法の検討フロー 

 

日常交通の実態調査の 

実施による交通実態の把握 

b) 選好意識調査による施策(案) 

に対する利用意向の把握 

c) 利用者数の推計 

(3) 効果等の推計 

【施策の路線（案）がない場合】 【施策の路線（案）がある場合】 

路線（案）の策定 

a) 日常交通の実態調査の実施に 

よる交通実態の把握 

b) 選好意識調査による施策(案) 

に対する利用意向の把握 

a) 
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②試行実験を行う場合 

a) 日常交通の実態調査の実施による交通実態の把握 

 ①試行実験を行わない場合と同様の方法を用いる。 

 

b) 試行実験の実施 

 施策（案）において試行実験を行い、試行実験時の利用者のバス停間乗車数を入手する。 

 試行実験時に合わせてコミュ二ティバス利用者や来街者を対象に本格実施を行った場合に、コミュ

ニティバスを利用するか否かを尋ねるアンケート（選好意識調査）を行い、利用すると回答した割合

を施策実施後のコミュニティバスの利用率とする。 

なお、選好意識調査については、8-3 を参照されたい。 

 

c) 利用者数の推計 

試行実験時のバス停間乗客数に、選好意識調査より取得した施策実施後のコミュニティバスの利用

率を乗じることで、本格実施時のバス停別乗客数を推計する。 

駅（バス停）別利用者数を対象の路線別に合計することで、対象路線の総利用者数を算出可能であ

る。 

 
 

(3) 効果影響の推計 
需要予測の結果から次の効果影響指標を算出することが可能である。 

・ 運賃収入 

コミュニティバスは均一運賃を適用している場合が多く4、均一運賃とする場合には、総利用

者数に運賃を乗じることで施策実施時の総収入が算出できる。類似事例等の総事業費と比較す

ることで、施策の採算性を検討することが可能である。 

                                                        
 
4 土木学会、バスサービスハンドブック、p7、2006 年 11 月 

b) 試行実験の実施

試行実験時の利用実績 

データの入手 

c) 利用者数の推計 

(3) 効果影響の推計 

選好意識調査による施策

(案)に対する利用意向の

把握 

図 7-7 試行実験を実施する場合の検討手法の検討フロー 

a) 日常交通の実態調査を実施による交通実態の把握 
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【参考】試行実験を実施する場合の検討手法の事例 

 

■第１回ＷＳ(11/4) 
・地域の現状 
・利用しそうな人は？ 

■第２回ＷＳ(11/11) 
・利用者数の想定 
・バスのコンセプト 

■第３回ＷＳ(11/18) 
・愛称 
・ルート等の運行計画 

■第４回ＷＳ(12/2) 
・運行計画の修正 
・費用概算 

■試験運行(1/15-3/2）
 
・乙島ふれあいバス 
・１日７便(平日のみ) 
 

■第５回ＷＳ(3/18) 
・試験運行評価 
・改善点の検討 

ワークショップ コミバスの運行 

■期間中アンケート 
・2/15 配布(500 票) 
・利用促進呼びかけ 
・簡易アンケート 

■事後アンケート 
・3/6 配布(500 票) 
・利用状況 
・利用の内訳 
・地域負担、改善点 

調査等 

■
乗
降
記
録
（
Ｏ
Ｄ
）

■乙島地区アンケート 
・玉島２丁目、３丁目、玉島乙

島（1000 票配布） 
・日常の移動について 

■路線免許申請 
■運行事業者調整 

■利用者ヒアリング 
・2/8、2/15 

結果概要報告

■本格運行 

■運行事業者調整 
導入判断 

 
図 7-8 試行実験を実施する場合の検討手法の事例 1 

資料：中国運輸局岡山運輸支局、平成 18 年度公共交通活性化総合プログラム 
倉敷市公共交通体系の調査検討調査報告書、平成 19 年 3 月 
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国と庁内関係部局による研究会の設置

コミュニティバスの必要性の検証

コミュニティバスに
係る市民ニーズの
把握　　 　　　　　　

、本市の公共交通 人口等の
現況調査 　　　　　　　　　　　

交通不便地域の確認

・人口の分布状況
・高齢化の状況

（ ）・公共交通 鉄道・バス の運行状況
・公共施設等の立地状況

（ ）・公共交通 鉄道・バス の
　勢圏の分布状況
・公共施設等への交通アクセス状況

・市民アンケートの実施
・市民アンケートの分析
・過去の市民意識調査の分析

コミュニティバス導入の必要性の確認

・交通不便地域の有無の確認
・市民ニーズの有無の確認

実証運行地区の選定

・コミュニティ区単位での比較検討
（ 、 、　 交通不便地域の面積 バスの運行状況 

）　　交通不便地域の居住人口等 

実証運行に向けての検討

、 、・運行地区の決定 運行ルートの設定 
　運営形態の検討等

実証運行

、・広報活動 実証運行

実証運行結果の分析

・実証運行結果の分析
・本格導入の可否の決定

（ ） H14 

（ ） H15 

（ ） H16 

（ ） H17 

 

 
図 7-9 試行実験を伴った検討手法の事例 2 

資料：明石市、明石市コミュニティバス導入検討報告書、平成 16 年 3 月 
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